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察官から、別記様式により、その旨通知されることとなってい

る。

自治選第4 6号

平成2年l l月1 2日

(3) (1)により資格を回復した者から恩赦法施行規則第1 5条の

規定による復樋証明の申出があったときは、 (2)の通知を行っ

た場合においても、刑の言液しをした裁判所に対応する検察庁

（以下「対応検察庁」 という。 ）の検察官から復椛証明書が交

付されることとなっている。

各都道府県選挙管理委員会委員長殿

自治省選挙部長

即位の礼に当たり行われる恩赦と

選挙事務の取扱いについて （通知）

(4)復権令により資格を回復した者については、対応検察庁の検

察官より、その恩赦事項を本籍地の市町村長に通知することと

されている。

1 1月1 2日をもって復椛令（平成2年政令第328号）が公

布施行されたほか、特別の基鋤を設けて特赦等が行われることと

なったが、 これらの措置により選挙樋及び被選挙樋を回復する者

があるので、 この取扱いについては、特に下記の諸点にご留意願

うとともに、貴管下市町村の選挙管理委員会にも速やかに通知さ

れたい。

(5)復樋の効力は、将来に向かって生ずるのみで、有罪の言渡し

に基づく既成の効果は、変更されるものではない（恩赦法第

l l条)。

(6)選挙に関して注意すべき事項

復栴令による選挙人の資格の回復は、本籍地の市町村に対す

る照会によっても知ることができることとされているが、今回

の復椛については(4)による本籍地の市町村長への通知が遅れ

ることも予想されるので、選挙事務の取扱いに当たっては、次

に掲げる措圃によることとされたい。

記

1 ．復権令による復権

(1)復構令に基づいて復梅する者の随囲は、別紙復権令に規定す

る要件に該当する者であるが、該当者は政令の規定により公職

選挙法（以下「法」 という。 ）第252条の規定によって停止

されていた資格（選挙棚及び被選挙棚） を当然に回復すること

となる。
ア復梅令により資格を回復した者については、すべて本人に

対して復樋通知書が発せられ、また、 (3)により復権証明書

の交付を受けることができるので、投票当日投票の際に逓挙

権の回復を申し立てた者に対しては、これらの書面の提示を
(2) (1)により資格を回復した者に対しては、恩赦事務を行う検
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求め、 それらに基づいてそれぞれ処理すること。

イ 投票当日、既決犯罪により選挙人名簿に表示されている選

挙人が、復梅通知書又は復栴証明書を持参することなく投票

に来た場合は、その理由の説明を求めたうえ仮投票をさせ、

開票管理者が当該仮投票の受理、不受理を決定する時刻まで

に選挙管理委員会において、最寄りの地方検察庁に依頼して

調査した結果、 当該選挙人が喪格を回復した事実を確認した

ときは、 その投票を受理する取扱いとすること。

ウ候補者の被逓挙椛の認定に当たっては、ア及びイの手統き

に準じて措置すること。

2．個別恩赦

個別恩赦には、特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復椛

があり、 それぞれ恩赦状が下付されることとなっている。

選挙事務の取扱いに当たって、法第l l条.又は沖細の復帰に伴

う特別措憧に関する法律（以下「特別措置法」 という。 ）第

.1 53条の規定により選挙梅及び被選挙椎を制限されていた者が、

特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権があったことによ

る選挙権又は被選挙梅の回復を申し立てた場合には、前記恩赦状

の提示を求めるとともに、同一人に関し法第1 1条又は特別措通．

法第1 53条に該当する事由が他にないかどうかについて調査す

ること。 ・この場合における調査は、 l (6)イに掲げる方法による

こと。
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あなたは， 平成2年1 1．月12日政令卵ヨユ3gill柵令によ

り ， 有罪の言放しを受けたため法令の規定により喪失し又は仲
←
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別

復
権
令
要
綱

第
一
一
個
又
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ
り
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
平
成
二
年
十

一
月
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
そ
の
全
部
の
執
行
を

終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
も
の
は
、
基
準
日
に
お
い
て
、
そ
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
喪
失
し
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る
資
格
を

第
二
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
一
個
又
は
二
個
以
上
の
略
式
命
令
の
送
達
、
剛
決
裁
判

の
宣
告
又
は
有
罪
、
無
罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成
三
年
二
月

十
二
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
罰
金
に
処
せ
ら
れ

た
者
で
、
基
準
日
か
ら
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で
に
そ
の
全
部
の
執
行
を
終
わ
り

回
復
す
る
こ
と
。

又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
も
の
は
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

日
の
翌
日
に
お
い
て
、
そ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
喪
失
し
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る
資
格
を
回
復
す
る
こ
と
。

紙

（
第
一
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）
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政
令
第

第
一
条
一
個
又
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ
り
罰
金
に
処
せ
ら
・
れ
た
者
で
、
平
成
二
年

十
一
月
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
そ
の
全
部
の
執
行

を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
も
の
は
、
基
準
日
に
お
い
て
、
そ
の
罰
金
に
処

せ
ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
喪
失
し
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る
資
格

』
』

を
回
復
す
る
．
た
だ
し
、
他
に
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

第－．
一

一

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

内
閣
は

判 限
り
で
を
い
・

よ
り
喪
失
し
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る
資
格
を
回
復
す
る
．
た
だ
し

れ
た
者
で
、
基
準
日
か
ら
平
成

月
十

り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
も
の
は

○

た
日
の
翌
日
に
お
い
て
、
そ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、

条の
冑
一
生
目

言
一
壱
一
字
へ
号

復
権
令

附
則

一
一

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
一
個
又
は

、

日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
罰
金
に
処
せ
ら

恩
赦
法

又
は
有
罪 へ

昭
和

、

無
一
一罪

若
し
く
は
免
訴
の
判
決

十
一
一

一
一
一

年
法
律
第

年

こ
の

一
一

、

月
十
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得

一
一限

り
で
な

一
一個

以
上
の
略
式
命
令
の
送
達

一
一

十日
ま
で
に
そ
の
全
部
の
執
行
を
終
わ

回
亨
）

の
宣
生
目

い

◎ 第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き

を
受
け、

他
に
罰
金
以
上

、

平
成 、

一
一
一 即
決
裁

年 一

、

一
一
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一
二
－
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
は
、
本
人
の
出

●

願
を
待
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
本
人
は
、
基
準
日
か
ら
平
成
一
二
年
二
月
十
二
日
ま

こ
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
は
、
平
成
二
年
十

一
月
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
有
罪
の
裁
判
が
確
定

し
て
い
る
者
に
対
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
即
位
の
礼
が
行
わ
れ
る
に
当
た
り
、
内
閣
は
、
特
別
に
、
こ
の
基
準
に
よ
り
特
赦

、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

〈
趣
旨
）

で
に
、
恩
赦
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
七
十
八
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
刑
務
所
（
少
年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
対
し
て
出
願
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
前
号
の
出
願
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
平
成
一
二
年
五
月
十
三
日
ま
で
に
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
対
し
て
上

申
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
赦
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
減
刑
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
二
号
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
１
号
の
出
願
は
平
成
三

年
五
月
十
三
日
ま
で
に
、
前
号
の
上
申
は
同
年
八
月
十
二
日
ま
で
に
す
る
こ
と
が

（
対
象
）

４
第
１
号
及
び
第
２
号
の
規
定
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行

の
免
除
又
は
復
権
に
つ
い
て
、
刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官

（
出
願
又
は
上
申
）

で
き
る
。

即
位
の
礼
に
当
た
り
行
う
特
別
恩
赦
基
準



○
六
減
刑
は
、
第
二
項
本
文
に
定
め
る
者
の
う
ち
、
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
た
者

（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
を
除
く
。
〉
で
あ
っ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
及
び
行
状
、

犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

６
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
又
は
基
準
日
の
前
日
ま

で
に
そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

五
１
前
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
有
罪
、
無
罪

又
は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に

係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
も
、
同
項
の
例
に
よ
り
こ
の

基
準
に
よ
る
特
赦
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送
達
、
即
決
裁
判
の
宣
告
又

は
有
罪
、
無
罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日

ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て

、
）

、
そ
の
執
行
の
猶
予
の
期
間
中
で
あ
る
と
き
又
は
同
日
ま
で
に
そ
の
執
行
を
終
わ

合
に
行
う

１
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
者
で

あ
っ
て
、
次
の
㈲
又
は
目
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
㈹
又
は
㈲
に
定

（
減
刑
）

り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
と
き
も
、
前
号
と
同
様
と
す
る
．

め
る
も
の

Ｈ
そ
の
犯
し
た
罪
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
慾
役
又
は
禁
銅
の
法
定
刑
の
短
期
が
一

年
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の

｡



Ｈ
有
期
の
悪
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き

刑
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者

ｒ
』

口
無
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
十
年
以
上
そ

r~)
一

期
間
の
二
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら

れ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
短
期
の
う
ち
執
行
す
べ
き
部
分

の
二
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

。
㈹
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の
期

間
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら
れ

た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
短
期
の
う
ち
執
行
す
べ
き
部
分
の

三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

２
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
猶
予
の
期

間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た
も
の

３
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

■

の
執
行
を
受
け
た
者

４
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
、
基
準
日
の
前

日
ま
で
に
猶
予
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

５
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
の
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）

、
同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
を
定
め
る

罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も

も
の

の



く /、
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３
不
定
期
刑
は
、
そ
の
短
期
及
び
長
期
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
刑
の
期
間
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
刑
を
減
ず
る
。

１
４
刑
の
執
行
猶
予
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
分
，
の
一
を
超

七
前
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
懲
役
又
は
禁
鋼
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の

免
除
を
得
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
有
罪
、
無
罪
又

は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る

罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
も
、
同
項
の
例
に
よ
り
こ
の
基
準
に

よ
る
減
刑
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

八

（
刑
の
執
行
の
免
除
）

九
刑
の
執
行
の
免
除
は
、
第
二
項
本
文
に
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
懲
役
又
は
禁
銅
に

処
せ
ら
れ
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、

本
人
の
性
格
及
び
行
状
、
犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

１
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
基
準
日
ま
で
に
長
期
に
わ
た
り
刑
の
執
行
が
停
止

さ
れ
、
な
お
長
期
に
わ
た
り
そ
の
執
行
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

２
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
仮
出
獄
を
許
さ
れ
て
か
ら
基
準
日
の

減
刑
は
、
次
に
よ
る
。

１
無
期
懲
役
は
十
五
年
の
懲
役
と
し
、
無
期
禁
銅
は
十
五
年
の
禁
鋼
と
す
る
。

２
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
は
、
次
に
よ
り
刑
の
期
間
を
変
更
す
る
。

㈹
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
刑
の
期
間
の
三
分
の
一

を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
刑
を
減
ず
る
・

口
㈹
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
刑
の
期
間
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ

え
な
い
範
囲
と
す
る
。

の
刑
を
減
ず
る
。

ー



(二 ~ﾂ
ーダ

十十

に
よ
り
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
又
は
一
個
若
し
く
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ
り

罰
金
及
び
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
の
全
部
に
つ
き

そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
及
び
行
状
、
犯
罪
後
の
状
況

、
社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

１
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者

２
禁
銅
以
上
の
刑
の
全
部
に
つ
き
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上
を
経
過
し
た
者
で
あ
っ
て
、
刑
に
処
せ

と
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る

又
は
復
権
を
行
う
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
常
時
の
個
別
の
恩
赦
を
行
う
こ

3 へ
一へ

■

前
日
ま
で
に
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の

復
権

復
権
は

ら
れ
た

通
常
の
恩
赦

現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

社こ
の
基
準
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除

…

今
云
の

、

》
」

第と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

た
め
に
貢
献
す
る
と

一
一ー

項
本
文
に
定
め
る
者
の
う
ち

、

》
」

ろ
が
あ
り

、
一

、

か
つ
、

個
若
し
く
は

刑
に
処
せ
ら
れ
た

一
一

個
以
上
の
裁
判

》
」

と
が



○
第
一
条
平
成
二
年
十
一
月
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
．
）
の
前
日
ま
で
に

有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
次
に
掲
げ
る
者
は
、
恩
赦
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年

Ｏ
司
法
省
令
第
七
十
八
号
・
以
下
「
規
則
」
と
い
う
．
）
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で
は
、
同
条
の
定
め
る
期
間
を
経
過
す

法
務
省
令
第
三
十
九
号

恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
赦
、

減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
に
関
す
る
臨
時
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め

平
成

三
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
、
基
準
日
の
前

四
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

』
』

二
基
準
日
に
お
。
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処

る
前
に
お
い
て
も
、
特
赦
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

一
少
年
の
と
き
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
罪
に
よ

日
ま
で
に
猶
予
の
期
間
の
二
分
の
一
以
上
を
経
過
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

五
号
）
の
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）
、
同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期
一
年
以

●

上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
を
定
め
る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら

せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
執
行
す
べ
き
刑
の
期
間
の
二
分
の
一
以
上

に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
も
の

る
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
も
の

特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
に
関
す
る
臨
時
特
例
に
関
す
る
省

令 る
｡

二
年
十
一
月
十
二
日

法
務
大
臣
握
山
静
六
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五
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
又
は
基
準
日
の
前
日
ま

で
に
そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

第
二
条
次
に
掲
げ
る
者
は
、
規
則
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

年
五
月
十
一
二
日
ま
で
は
、
同
条
の
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
前
に
お
い
て
も
、
特
赦

の

第
三
条
’二条

の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

■■■■■■■d■

一

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
た
次
に
掲
げ
る
者
（
そ

の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
を
除
く
．
）
は
、
規
則
第
六
条
第
一

れ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
社
会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
一

い
る
も
の

に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
の
罪
（
過
失
犯
を
除
く

一
一
一い

て
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
銅
を
定
め
る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に

よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
社
会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上

の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送
達
、
即
決
裁
判
の
宣
告
又
は
有
罪
、
無

罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で
に
そ
の

裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者

又
は
同
日
ま
で
に
そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
有
罪
、
無
罪
又
は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成

年
二
月
十
二
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼

）
、

、

同
法
以
外
の
法
律
に
お
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一

項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で
は
、
同
条
の
定
め
る

期
間
を
経
過
す
る
前
に
お
い
て
も
、
減
刑
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

一
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
者
で

あ
っ
て
、
次
の
１
又
は
２
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
１
又
は
２
に
定

一
一
一

一
一四五

め
る
も
の

１
そ
の
犯
し
た
罪
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
悪
役
又
は
禁
鋼
の
法
定
刑
の
短
期
が
一

年
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の

期
間
の
二
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら

れ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
短
期
の
う
ち
執
行
す
べ
き
部
分

の
二
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

２
１
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の
期

間
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら
れ

三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
、
有
期
の
悪
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
猶
予
の
期

せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
に
つ

間
の
三

き
そ
の
執
行
を
受
け
た
も
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

日
ま
で
に
猶
予
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
題
に
処

た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
短
期
の
う
ち
執
行
す
べ
き
部
分
の

有
期
の
懲
役
又
は

有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ

分
の
一

以
上
を
経
過
し
た
も

禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
者

の

、

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

へ

刑
法
の
罪
へ

過
失
犯
を
除
く

、

基
準
日
の
前

｡

…

、

へ



第
五
条
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
す
る
裁
判
が
確
定
し
た
者
で
あ

Ｃ
鐸
諏
海
哨
銅
搾
函
恥
唖
檸
鑑
咋
剛
鋤
韮
裡
輻
確
志
雄
罐
釧
咋
嘩
誰
鋤
馴
池
調
鏥
”
峠

、
規
則
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま
で

は
、
同
条
の
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
前
に
お
い
て
も
、
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
五
月
十
二
一
日
ま
で
は
、
同
条
の
定
め
る
期
間
を
経
過
す

つ
る
前
に
お
い
て
も
、
減
刑
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
懲
役
又

は
禁
銅
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
を
除
く
。

同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
題
を
定
め
る
罪

又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

第
四
条
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
有
罪
、
無
罪
又
は
免
訴
の
判
決
の
官
一
告
を
受
け
ゞ
平

成
一
二
年
二
月
十
二
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
期
の
悪
役
又
は
禁
銅

に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
の
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）
、
同
法
以
外
の
法
律
に
お
い

て
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
を
定
め
る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に

公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
規
則
第
六
条
第
一
項
本
文
の

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則


